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令和５ 宅建特訓講義 1回

特訓問題 制限行為能力者・意思表示・代理

令和7 宅建直前対策問題 ６回

売買・賃貸借・使用貸借・請負・委任
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要点講義

売 買

Ｐ１９３ 事 例

売り主 買い主

Ａ 売買契約 Ｂ

①契約締結前

②契約不適合の場合

③帰責性がない

(無過失責任)
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Ｐ１９４ 追完請求権の内容

目的物

①種類 ②品質 ③数量

契約の内容が不適合

①修補請求②代替物の引渡③不足分の引渡

追完請求ができる!!

売主に帰責性が無くても追完請求はできる

Ｐ１９４ 契約不適合責任の内容

相当の期間を定め催告

追完請求

その期間、追完がない時

代金減額請求できる

売主に帰責性が無くても代金減額請求はできる
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契約不適合責任の内容 Ｐ１９３

買主に帰責性があるときは、売主はその責任を負わない!!

催告不要 P193

催告なしに直ちに代金減額請求ができる
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（３）買主の損害賠償請求権及び解除権の行使 

  売主が買主に対して引渡した目的物に契約不適合があった場合、買主は売主に対して追完

請求や代金減額請求の行使ができるが、この場合において買主は債務不履行を原因とする損

害賠償請求権や契約の解除権を行使することができる(第５６４条)。 

Ｐ１９５ 損害賠償請求・解除権

売主の担保責任

目的物の種類・品質・数量が契約の内容に適合し
ない場合

[権利]が契約の内容に適
合しない場合

① 履行追完請求
目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し

例 一部他人物売買
賃借権等の制限

② 代金の減額請求
③ 損害賠償請求・契約解除(債務不履行) 抵当権の競売よるも

の・全部他人もの
※ 目的物の種類・品質に契約不適合(数量は除
く)⇒買主が不適合を知った時から1年以内に売主
に『通知』しないときは、①②③はできない

追完請求、代金減額請求→契約の不適合が買主側に帰責事由があれば請求できない
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責任を負わない特約 P195

契約不適合責任は任意規定である。従って特約が優先される

契約不適合責任まとめ

契約不適合責任

責任対象 契約に適合しない事実
追完請求 追完が可能であればできる。

代金減額請求 原則として追完が無い場合に可能

損害賠償の請求 可能
売主に帰責事由が必要。帰責事由がなけれ
ばできない

契約の解除 債務不履行が軽微である場合でなければ可

権利の行使方法と期限 不適合を知ってから1年以内に通知
追完請求・解除・損害賠償は可

その他の時効
権利を行使できると知った時から5年
権利を行使できる時から10年



2025/8/3

7

手付け金とは

解除の仕方 手付けを交付した買主は放棄し、売主は受領した倍
額を現実に提供し解除する

解除の時期 相手方が履行に着手するまで
効 果 契約は原則として遡って消滅する。別途、損害賠償

請求はできない

テキスト Ｐ１８７



2025/8/3

8

債務不履による解除と手付けによる解除は別P187

債務不履行の解除とは別物 Ｐ１８７債務不履行の解除とは別物 Ｐ１８７

債務不履行

売主 買主

A             売買契約 B

手付け契約土地

❶手付けによる解除ではない。❷債務不履行による解除である。
❸現状回復の関係からBはAに対して手付け金100万と内金500万円の返還請
求ができる。❹Aは手付け金とは別に債務不履行による損害賠償金を請求す
ることになる
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要点講義

賃貸借

賃貸借

存続期間 ・上限50年(下限なし)
対抗要件 ・登記(賃貸人には登記義務なし)
修 繕 ・賃貸人が修繕義務を負う(賃借人は修繕を拒めない)
必要費
有益費

・→直ちに、全額償還請求できる
・→賃貸借終了時、賃貸人の選択で、[支出額または

現存額]の償還



2025/8/3

10

賃借権の譲渡・転貸

A B C
賃貸人 賃借人 転借人

賃貸借
転貸
譲渡

❶Bは無断譲渡・無断転貸はAの承諾なしではできない。
〇契約解除事由となる。
ただし、[賃貸人に対する背信的行為と認める足りない特段の
事情がある]→解除権は発生しないとされる。

転貸人

賃借権を譲渡した場合

A B C
賃貸人 賃借人 新賃借人

賃貸借 譲渡

❶AがBに建物を賃貸した後、BがAの承諾を得て、賃借権をC
に譲渡すると、Bは契約関係から離脱し(AB間の契約は終了)
AC間に賃貸借契約が移行する
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承諾を得て転貸した場合

A B C
賃貸人 賃借人 転借人

賃貸借 転貸借

❶賃貸人Aの承諾を得て賃借物を適法に転貸した場合、当初の
AB間の賃貸借契約は存続し、さらに転貸人Bと転借人Cとの間
に賃貸借契約が成立することになる。

転貸人

賃貸人と転借人との関係は?

A B C
賃貸人 賃借人 転借人

賃貸借 転貸借

❷転借人Cは賃貸人Aと賃借人Bとの間の賃貸借(原賃貸借)に基づく賃借人
Bの債務の範囲を限度として、賃貸人A対して、債務を直接履行する義務
を負う。
a.賃貸人Aは転借人Cに対して、直接賃料の支払い請求ができる。
(転借人Cは、賃料の前払いをもって、賃貸人Aに対抗することはできな
い)
b.賃貸借における賃料と転貸借における賃料は小さい方

4万円 5万円
5万円 4万円
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転借人の義務と権利のまとめ Ｐ３７５

1. 転借人Cは賃貸人Aに直接義務を負う。
〇賃料の支払い義務
〇善管義務
〇返還義務など

2. 転借人Cは賃貸人Aに直接請求できない。
〇修繕の請求
〇有益費などの費用償還請求

請求先はB転貸人である。

ただし、造作買取請求に関してはCは直接賃貸人Aに直接請求できる。

賃借人の現状回復義務

原則 ・賃借人は、賃借物を受け取った後はこれに生じた
損傷がある場合において、賃貸借が終了した場合は、
その損傷を現状に復する義務を負う。

ただし ・通常の使用および収益によって生じた賃借物の損
耗、賃借物の経年変化については、現状回復義務を
負わない。

例外 ・その損耗が賃借人の責めに帰する事ができない事
由によるものであるときは、原状回復義務は負わな
い
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敷 金 Ｐ３７０

敷金30万円

Ａ Ｂ

貸し主 借り主

家賃 10万円/月

敷金とは、賃料債権その他の賃貸借に基づいて生じる賃借人の賃貸
人に対する金銭債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金
銭債権の事をいう。又名目を問わず、担保する債務は金銭債務のみ
である。

敷金とは? Ｐ３７０
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敷金返還と借家の明渡 Ｐ３７０

敷 金 Ｐ３７０
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敷金の行方 Ｐ３７５

賃借権の譲渡 ケ－ス１

敷金30万円

Ａ 賃貸借 Ｂ

貸主 借主

譲渡

Ｃ

返還請求

敷金の行方 Ｐ３７５

ケ－ス２

Ａ Ｂ

貸主 借主

譲渡

返還請求

Ｄ

B
の承諾は不要

敷金30万円
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賃貸借のまとめ

賃借権の
転貸

・賃貸人の承諾(無断転貸等は解除可)
・賃貸人の承諾を得た転貸借の場合、転借人は賃貸
人に対して直接に義務を負う

敷金返還
請求時期

・目的物を明渡した時に発生(明渡が先履行)
・敷金返還と目的物明渡は明渡が先履行

敷金の行方 ・賃貸人の変更⇒承継される
・賃借人の変更⇒承継されない

賃貸借の期間と終了 Ｐ３６６

1. 契約期間の定めがある場合

2. 契約期間の定めがない場合

3. 解除による終了

4. 賃貸借の目的物の滅失による終了
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賃貸借の期間と終了 Ｐ３６６期間

☆賃貸借期間⇒最長50年⇒60年⇒50年に短縮される。

☆期間満了後⇒更新できる。⇒50年が限度

①黙視更新

☆更新

②合意更新

契約の内容は期間を除き
以前の内容で期間の定めのない

賃貸借となる。

転貸人の場合は Ｐ３６７

A貸主 賃貸借① B借主(転貸人)

賃貸借②

C借主(転借人)
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賃貸借の終了 Ｐ３６７

期間を定めない賃貸借

原則＝いつでも互いに

解約の申入れができる。

①土地→解約の申入れ後1年に終了

②建物→解約の申入れ後3ヶ月に終了

期間の定めのない賃貸借 Ｐ３６７
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解 除 Ｐ３６８

① 債務不履行による解除

② 合意解除による解除

③ 破産による解除(改正)

債務不履行 P３６８

A          解除 B債務不履行

賃貸人 賃借人

C

転借人
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解 除 Ｐ３６８

受領遅滞 Ｐ３６９
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賃貸借契約の終了 Ｐ３６９

賃借権 Ｐ３６９

〇 賃借物の消滅
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賃借人(転貸人)と転借人との解除関係

A B C
賃貸人 賃借人 転借人

賃貸借 転貸借

❶原賃貸借が先に終了すると転貸借も終了する。(原則)
❷賃借人Bの債務不履行により賃貸借が解除された場合、転貸借自体は適
法なものであっても、賃貸人Aは転借人にC対抗する事ができる。なお、
賃貸人が賃借権を解除するのに、転借人Cに支払いの機会を与える必要は
ない。ただし、賃貸人Aと賃借人Bによる合意解除の場合には、転借人C
には対抗することはできない。

要点講義

使用貸借
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契約の性質 Ｐ３８１

目的物の引き渡し

無償提供

A 使用貸借 B

義務

貸 主 返還義務 借 主

使用貸借
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使用貸借

がある場合

使用貸借の終了
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要点講義

委 任

委 任 Ｐ３４７

Ａ 委任契約 Ｂ

委任者 受任者

法律上行為を依頼する

信頼関係が基盤
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委任の法的効果 Ｐ３４７～Ｐ３４８

委任者 契約相手

Ａ Ｃ （売り主）

委任契約 売買契約

Ｂ（買い主）

受任者

土 地

相 殺 Ｐ３４８

委任者 契約相手

Ａ Ｃ （売り主）

債権 売買契約

Ｂ（買い主）

受任者
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(1)報酬

原則=無償契約

例外=特約で有償契約(後払いが原則)

(2)事務費用

事務処理に必要な費用→前払い請求

(3)代弁済請求

受任者は委任者に対して、代わりに支払い請求ができる(代弁済請求)。

債務の弁済期が到来していない時→担保を提供するように請求できる。

信頼関係で成り立つ委任の特長 Ｐ３４８

途中での終了時の報酬請求 Ｐ３４８
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その他の義務として Ｐ３４９

その他の義務として Ｐ３４９
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復委任 Ｐ３４９

原則⇒復委任は禁止されている

例外⇒①委任者が承諾した場合

②やむを得ない事由があった時

金銭消費責任・損害賠償 Ｐ３４９
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委任契約の終了 Ｐ３５０

ここがポ
イント!

ここがポ
イント!

委任契約の終了 Ｐ３５０

その他の委任の終了

委任者 死亡 破産

受任者 死亡 破産 成年被後見人
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委任の終了 Ｐ３５０

ここがポイント!

要点講義

請 負
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請 負 Ｐ３３７

A     請負契約 B

注文者 請負者

目的物の所有権の移転 Ｐ３３８

❶請負人が材料の全部を支給 ❶注文者が材料の全部を支給

❷請負人が主要部分を支給 ❷注文者が主要部分を支給

完成物⇒請負人に帰属する 完成物⇒注文者に帰属する

❸完成物の引渡し⇒注文者に帰属する
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契約不適合責任 Ｐ３３９

A     請負契約 B

注文者 請負者

無過失責任

請負の担保責任
請負人が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない目的物を注文者に引渡したとき
[注文者1]
履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることがで
きる。
※注文者が種類、品質に関して不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に『通知』
しないとき⇒履行の追完請求、報酬の減額の請求、損害賠償請求、解除をすることは出来
ない
[例外] 注文者は、注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって不適合
が生じた場合は、担保責任を追及することはできない。
[注意] ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げな
かったときは、この限りでない。
※ただし、請負人が契約内容の不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったと
きは、適用しない。
[注文者2]
注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除すること
ができる。
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任意解除 Ｐ３４０

① 注文者→任意解除→○

② 請負者→任意解除→×

契約の解除 Ｐ３４１

❶ 注文者の債務不履行→○

❷ 注文者の破産→○

❸ 請負人が破産した場合は
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委任と請負との比較

請 負 委 任
意 義 仕事の完成を目的とする契約 事務処理を委託する契約
請負人また
は受任者の
義務

❶仕事を完成させる義務
❷目的物の引渡し義務

❶善管注意義務(無償委任でも)
❷請求時と終了時の報告義務
❸受取物等の引渡し義務

注文者また
は委任者の
義務

報酬支払義務(引渡しと同時)
費用支払い義務(前払いの原則)
※原則として無償。ただし、特約により報酬
支払義務発生(後払い)

終了等

仕事完成前の注文者の任意解除
いつでも損害を賠償して契約を
解除できる
◎注文者の破産による解除

❶委任者の死亡・破産
受任者の死亡・破産・後見開始の審判

❷当事者の任意解除
※相手方にとって不利な時期に解除したとき
は、原則として損賠賠償が必要

お疲れ様でした!!

◎宿題問題を配布していますので、
次の講義までに予習をお願いします。

◎宿題も復習も行ってください。
●次回は権利7です。


